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大分県下において私たちができること 

 
２０１２．１２．１ 
適格消費者団体 

ＮＰＯ法人大分県消費者問題ネットワーク 
理事長 井 田 雅 貴 

 
１ 大分県の高齢化の推移と予測 
   ＊高齢化とは 65歳以上 
   ＊平成 22年以降は推計 
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 年次 

全国 

高齢化率

（％） 

大分県 

高齢化率

（千人）

大分県 

６５歳 

以上人口

（千人）

大分県 

６５歳以上 

７４歳未満人口

（千人） 

大分県 

７５歳 

以上人口 

（千人） 

大分県

人口 

(千人）

Ｓ５５ 9.1 11.7 144 91 53 1,229

Ｓ６０ 10.3 13.1 164 99 65 1,250

Ｈ２ 12.0 15.5 191 113 78 1,237

Ｈ７ 14.6 18.7 230 138 92 1,231

Ｈ１２ 17.3 21.8 266 152 114 1,221

Ｈ１７ 20.1 24.2 293 149 144 1,210

Ｈ２２ 22.5 26.1 309 145 164 1,185

Ｈ２７ 26.0 29.5 341 167 174 1,154

Ｈ３２ 27.8 31.9 356 174 182 1,114

Ｈ３７ 28.7 33.2 354 151 203 1,068

Ｈ４２ 29.6 33.9 345 133 212 1,018

 
  平成 22年以降はあくまで推計なるも 

   
  ＊平成 32年（8年後）に、高齢者の人口が最多に（人口の約 32％） 
＊平成 42年（18年後）に、大分県全人口のうち約 20％は 75歳以上 

 
 
２ 高齢者が狙われる理由 

   
  ＊下のグラフは、世帯主の年齢が 65歳以上の世帯と全世帯の貯蓄の分布 

（2010年/平成 22年） 

 
「知るぽると」のＨＰより引用 

http://www.shiruporuto.jp/finance/tokei/stat/stat008.html 
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＊高齢者世帯の貯蓄額は平均的に多いことが分かる。 
＊これを加害者側から見たとき、高齢者世帯を狙った方が、 
 より高額で、効率的に金員を詐取できることが分かる 
 （判断力・体力の低下） 
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３ 傾向と対策 

 
  消費者被害の類型           勧誘による被害 

 
 
                     契約内容による被害 

 
   ＊高齢者の消費者被害は 

 
      「勧誘による被害」が圧倒的に多い（振り込め詐欺等） 

 
    但し、加害者側から見れば振り込め詐欺はほとんど成功していない。 

 
    ＊振り込め詐欺の被害相談は、平成 16年をピークとすれば、 
     平成 22年は相談件数が約 10分の 1まで減少している 

 
    経験上、高齢者が心を動かされやすい詐欺トークは 

 
     「孫」が「・・・という問題を起こした」 

 
      ＊孫の問題をお金で解決してあげようという心理 

 
      「将来、年金が不安定だから今、・・・で儲けましょう」 

 
      ＊部分的には嘘でないからつい聞いてしまうという心理 

 
    振り込め詐欺の被害相談件数が極端に減少したのは 

 
    「集中的な広報」により「国民に情報が共有された」ことが原因 

 
    大分県でこれを実施する際の課題は 

 
  「誰が広報するか」 

 
「情報をどう共有するか」を確定するのが大事 
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４ 個人的な１提案 

 
  ＊高齢者の消費者被害に限った話ですが、成年後見制度が絡んでも 
   応用は可能。 
 ＜高齢者虐待防止法＞ 
（財産上の不当取引による被害の防止等） 
第２７条 市町村は、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者

が不当に財産上の利益を得る目的で高齢者と行う取引（以下「財産上

の不当取引」という。）による高齢者の被害について、相談に応じ、若

しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関を紹介

し、又は高齢者虐待対応協力者に、財産上の不当取引による高齢者の

被害に係る相談若しくは関係機関の紹介の実施を委託するものとする。  
２ 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれの 
ある高齢者について、適切に、老人福祉法第３２条の規定により審判 
の請求をするものとする。  

（成年後見制度の利用促進） 
第２８条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた 

高齢者の保護並びに財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び 
救済を図るため、成年後見制度の周知のための措置、成年後見制度の 
利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成 
年後見制度が広く利用されるようにしなければならない。 
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＜自治体は、各種高齢者関係機関と連携あり＞ 
   ＊地域力の活用と高齢者の行政への信頼 

 
 

一次的問題発見等機関 

             

 
 

二次的問題発見等機関 

           
 
 
 

 

 

                   

                      
                       
 

民間の福祉関連事務所 

地域包括支援センター 

地域の民生委員等 

老人クラブ等高齢者

の団体 

社会福祉協議会 

消費生活センター 

消費者問題ネ

ットワーク 

法テラス 弁護士会 
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＜私たちの団体がなしうる手続＞ 資料１から３を参照 

 
  ＊団体に被害がなくとも相手を訴えられる制度 

 
 
 
＜私たちの団体は、平成 21年から同 24年まで消費生活相談員養成研修を 
受託、県下複数の自治体で、この研修の卒業生が相談員として活動中＞ 

 
＜個人的試案＞ 

 
  ＊自治体がＨＵＢ化して、各関係機関から得た消費者被害情報に基づき、 

差し止め請求ができるものについて、私たちが手続を執る。 
   その結果、被害の未然防止ができた事案の情報を共有化する。 
   ここで「共有」とは、高齢者関係施設も含む。 

 
以 上 
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消費者庁「消費者団体訴訟制度パンフレット」より抜粋
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